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議案第63号 

 

幕別町消防団条例の一部を改正する条例 

 

幕別町消防団条例（平成27年条例第31号）の一部を次のように改正する。 

 

第６条中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号を第２号とし、第４号を第

３号とする。 

第７条第２項第１号中「第３号」を「第２号」に改める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和元年12月14日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、この条例による改正前の条例又はこれに基づく命令

の規定に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効

力については、なお従前の例による。 

  


